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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
配
偶
者
の
い
な
い
父
・
母
と
児
童
、

ま
た
は
父
母
の
い
な
い
児
童
に
つ
い
て
、

医
療
費
の
自
己
負
担
分
（
高
額
医
療
費

は
の
ぞ
く
）
を
助
成
し
ま
す
。

※
受
給
者
お
よ
び
同
居
し
て
い
る
扶
養

義
務
の
あ
る
方
の
前
年
の
所
得
に
対

し
て
所
得
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
場

合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

◆
認
定
後
の
助
成
の
種
類

【
現
物
給
付
】

　
受
給
者
証
を
医
療
機
関
に
示
し
、
助

成
分
を
差
し
引
い
て
支
払
う
方
法

【
療
養
費
払
い
】

　
い
っ
た
ん
自
己
負
担
分
を
支
払
い
、

後
日
役
場
で
給
付
請
求
す
る
方
法

※
県
外
受
診
の
場
合
は
療
養
費
払
い
に

な
り
ま
す
。
領
収
書
が
必
要
で
す
。

◆
認
定
申
請
時
に
必
要
な
も
の

　
印
か
ん
、
健
康
保
険
証

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁

４
３
―
２
１
１
６
（
直
通
）

 
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課
 

 
総
合
窓
口
第
２
係

蕁

５
５
―
３
１
１
２
（
直
通
）

　
重
度
心
身
障
が
い
児
・
者
が
医
療
を

受
け
る
と
き
、
各
医
療
保
険
の
対
象
と

な
る
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
市
町
村

が
助
成
し
ま
す
。
利
用
に
は
受
給
者
証

が
必
要
で
す
の
で
、
担
当
係
で
交
付
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
世
帯
員
の
異
動
（
転
入
・
転
出
な
ど
）

や
健
康
保
険
の
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
場

合
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◆
対
象
者
（
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
）

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級

の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
１
（
最
重
度
）
ま
た
は
Ａ

２
（
重
度
）
の
方

③
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
ま
た
は
４
級

を
所
持
し
、
か
つ
中
度
知
的
障
が
い

と
認
定
さ
れ
た

１８
歳
未
満
の
合
併
障

が
い
の
方

※
た
だ
し
、

６５
歳
以
上
で
、
平
成

１５
年

１０
月
以
降
に
新
た
に
①
・
②
の
認
定

を
受
け
た
方
は
、
市
町
村
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
の
み
対
象
。

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁

４
３
―
２
１
１
６
（
直
通
）

　
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
と
も
な
い
、

所
得
の
低
い
方
々
へ
の
負
担
の
影
響
を

考
え
、
簡
素
な
給
付
措
置
と
し
て
、「
臨

時
福
祉
給
付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　
こ
の
給
付
金
は
、
平
成

２６
年
度
か
ら

実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
消
費
税
の
引

上
げ
（
８
％
↓

１０
％
）
が
２
年
半
延
期
さ

れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
経
済
対
策
の
一

環
と
し
て
、
平
成

２９
年
４
月
か
ら
平
成

３１
年
９
月
ま
で
の
２
年
半
分
を
一
括
し

て
支
給
す
る
も
の
で
す
。

◆
支
給
対
象
者

　
平
成

２８
年
１
月
１
日
時
点
で
黒
潮
町

に
住
民
登
録
が
あ
り
、
平
成

２８
年
度
分

の
住
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
方
が
対
象
で
す
。
　

　
た
だ
し
、
次
の
方
は
対
象
外
で
す
。

・
平
成

２８
年
度
の
住
民
税
（
均
等
割
）
が

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
税
法
上
の
扶

養
親
族
な
ど

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者

・
支
給
決
定
ま
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

◆
支
給
額

　
給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
５
千
円
 

◆
申
請
手
続

　
支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
４
月
下

旬
に
案
内
書
と
申
請
書
を
送
付
し
て
い

ま
す
。
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、

申
請
期
間
内
に
役
場
担
当
窓
口
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

◆
申
請
期
限
　
※
当
日
消
印
有
効

　
１０
月

３１
日
（
火
）
ま
で

◆
給
付
方
法

　
申
請
書
受
付
後
、
審
査
の
う
え
支
給

対
象
者
に
振
り
込
み

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁

５
５
―
３
１
１
２
（
直
通
）

　
誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

地
域
の
つ
な
が
り
や
活
動
を
見
直
し
、

支
え
あ
い
の
仕
組
み
を
つ
く
る
「
生
活

支
援
体
制
整
備
事
業
」
に
つ
い
て
、
住

民
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
勉
強
会
を
開
催

し
ま
す
。

　
ど
な
た
で
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
開
催
日
　
７
月

１４
日
（
金
）

◆
時
間
・
場
所

①
午
後
２
時
〜
４
時

　
総
合
セ
ン
タ
ー 

２
階 

大
ホ
ー
ル

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
を
助
成
し
ま
す

臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）

の
お
知
ら
せ

重
度
心
身
障
害
児
・
者
医
療
費

（
福
祉
医
療
）
を
助
成
し
ま
す

地
域
の
支
え
あ
い
の
仕
組
み
づ
く
り

勉
強
会
（
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
）


